
 

 

 

長崎市監査公表第 14 号 

 

 

  地方自治法第 199 条第 1 項及び第 4 項の規定に基づき監査を実施したので、同

条第 9 項の規定により、その結果に関する報告を公表します。 

 

令和元年 8 月 27 日 

 

 

 

長崎市監査委員  三 井 敏 弘 

      同        三 谷 利 博 

同        西 田 実 伸 

      同        山 口 政 嘉 
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第１  監 査 の 種 類 

定期監査（工事監査） 

 

第２  監 査 の 対 象 

理 財 部（契約検査課、検査指導室） 

土 木 部（土木建設課） 

ま ち づ く り 部（長崎駅周辺整備室、東長崎土地区画整理事務所） 

建 築 部（建築課、設備課）  

東 総 合 事 務 所（地域整備課） 

南 総 合 事 務 所（地域整備課） 

北 総 合 事 務 所（地域整備課） 

 

第３  監 査 の 期 間 

平成 31 年 4 月 1 日から令和元年 8 月 13 日まで 

 

第４  監 査 の 範 囲 

今回の監査は、平成 30 年 3 月から平成 31 年 2 月までに発注したもののうち、次の

とおり請負工事 10 件と業務委託 4 件を抽出した。 

 

      請負工事（10 件） 

件                  名 所   管   名 

1 端島炭坑跡 70 号棟下部埋戻し工事 土木建設課 

2 長崎駅周辺土地区画整理事業電線共同溝整備工事(その 4) 長崎駅周辺整備室 

3 (仮称)中里中央公園取付道路整備工事 東長崎土地区画整理事務所 

4 仁田佐古小学校建設主体工事(1) 
建築課 

5 仁田佐古小学校建設主体工事(2) 

6 長崎市防災行政無線デジタル化整備工事 

設備課 7 長崎ブリックホール空調設備制御装置改修工事 

8 村松小学校昇降機設置工事 

9 市道中里町船石町 1 号線道路改良工事 東総合事務所 地域整備課 

10 外海中学校グランド等整備工事 北総合事務所 地域整備課 

業務委託（4 件） 

件                  名 所   管   名 

1 企業立地用地（田中町）実施設計業務委託 
土木建設課 

2 銅座川流域浸水被災原因調査業務委託 

3 長崎市新庁舎建設実施設計業務委託 建築課 

4 
深堀 5 丁目地区急傾斜地崩壊対策地質調査及び測量設

計業務委託 
南総合事務所 地域整備課 

 



‐2‐ 

 

第５  監 査 の 方 法 

契約事務、計画、設計、施工等が適法、適正かつ効率的に行われているかについて、

関係書類等の審査、関係職員からの事情聴取及び現場実査を行った。 

 

第６  監 査 の 結 果 

法令等に沿っておおむね適正に処理されていると認められたが、次のとおり留意す

べき事項が見受けられた。 

なお、軽微な事項については、口頭により指導した。 

 

指摘事項 

 

土木部  

１ 銅座川流域浸水被災原因調査業務委託            ［土木建設課］ 

（１）道路での測量作業及び側溝内調査において、道路交通法に基づく道路使用許可

を受けていなかった。法令遵守の指導に留意されたい。 

 

まちづくり部  

１ (仮称)中里中央公園取付道路整備工事     ［東長崎土地区画整理事務所］ 

（１）さく岩機を使用した岩盤掘削工において、騒音規制法・振動規制法に基づく特定

建設作業の届出をしていなかった。法令遵守の指導に留意されたい。 

 

建築部  

１ 仁田佐古小学校建設主体工事(2)                ［建築課］ 

（１）バックホウの現場搬入時に道路を自走させていたが、道路交通法に基づく道路

使用許可を受けていなかった。法令遵守の指導に留意されたい。 

 

南総合事務所 

１ 深堀 5 丁目地区急傾斜地崩壊対策地質調査及び測量設計業務委託［地域整備課］ 

（１）道路での測量作業において、道路交通法に基づく道路使用許可を受けていなかっ

た。法令遵守の指導に留意されたい。 

 

北総合事務所 

１ 外海中学校グランド等整備工事               ［地域整備課］ 

（１）コンクリートポンプ車を道路に設置していたが、道路交通法に基づく道路使用許

可を受けていなかった。法令遵守の指導に留意されたい。 
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監査委員の意見 

監査結果の報告に添えて監査委員として次のとおり意見を述べる。 

 

１ 学校の施設整備について 

教育委員会は、学校の教育環境を改善するために昇降機の設置を進めているが、

長崎県福祉のまちづくり条例（平成 9 年 3 月 21 日長崎県条例第 9 号）第 12 条及び

同条例施行規則（平成 9 年 8 月 12 日長崎県規則第 36 号）第 4 条で定める別表第 5

により、学校が注意喚起用床材等の整備基準から除かれているため注意喚起用床材

等を設置していない。 

しかし、条例の整備基準から除かれているから設置しない判断をするのではなく、

現場に応じて注意喚起用床材等の設置は必要ないかを検討してから判断をする必要

があると思われる。 

また、避難所となる学校についても、注意喚起用床材等の設置や停電時の対策な

ど利用形態に応じた対応を防災危機管理室と連携し、避難所として必要な機能や設

備を備える施設として整備することが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


